
 様式１  

固定資産税 住宅用地申告書 

 

令和  年  月  日 

豊 岡 市 長  様 

 

納税義務者 住  所                     

氏  名                     

電話番号                     

 

 

 

豊岡市市税条例第 74条第 1項の規定により次のとおり申告します。 

 

 

１ 申告の理由 

□ 新たに住宅用地の特例の適用を受けるため 

□ 住宅用地の特例の適用を受けている土地や所在家屋に異動があったため 

 

２ 申告の対象となる土地 

№ 所在地番 地  積 

1 豊岡市 ㎡ 

2 豊岡市 ㎡ 

3 豊岡市 ㎡ 

4 豊岡市 ㎡ 

5 豊岡市 ㎡ 

6 豊岡市 ㎡ 

7 豊岡市 ㎡ 

8 豊岡市 ㎡ 

9 豊岡市 ㎡ 

10 豊岡市 ㎡ 

 合   計 ㎡ 

※上記土地に所在する家屋について、裏面に記載してください。 

受付 処理 

  

 

個人番号又は 
法人番号 

             

 



３ 申告の土地に所在する家屋 

№ 異動区分 
所在地番(家屋番号) 用 途 延床面積 住非区分 

異動年月日 摘  要 
所 有 者 氏 名 構 造 （うち居住部） 住居の数 

例 

□ 新築 

□ 取壊し 

□ 既存（変更あり） 

□ 既存（変更なし） 

豊岡市  中央町１－１ （   １番１    ） 専用住宅 150.00 ㎡  住 ・ 非 令和 元年  

 

５ 月  ７ 日 
 

豊岡 太郎  
木  造 

瓦 葺    ２ 階建 
（  150.00 ㎡） １   戸 

1 

□ 新築 

□ 取壊し 

□ 既存（変更あり） 

□ 既存（変更なし） 

豊岡市 （             ）  ㎡  住 ・ 非 年 

 

月     日 
 

  
造 

葺       階建 
（           ㎡） 戸 

2 

□ 新築 

□ 取壊し 

□ 既存（変更あり） 

□ 既存（変更なし） 

豊岡市 （             ）  ㎡  住 ・ 非 年 

 

月     日 
 

  
造 

葺       階建 
（           ㎡） 戸 

3 

□ 新築 

□ 取壊し 

□ 既存（変更あり） 

□ 既存（変更なし） 

豊岡市 （             ）  ㎡  住 ・ 非 年 

 

月     日 
 

  
造 

葺       階建 
（           ㎡） 戸 

4 

□ 新築 

□ 取壊し 

□ 既存（変更あり） 

□ 既存（変更なし） 

豊岡市 （             ）  ㎡  住 ・ 非 年 

 

月     日 
 

  
造 

葺       階建 
（           ㎡） 戸 

5 

□ 新築 

□ 取壊し 

□ 既存（変更あり） 

□ 既存（変更なし） 

豊岡市 （             ）  ㎡  住 ・ 非 年 

 

月     日 
 

  
造 

葺       階建 
（           ㎡） 戸 

 

（記入上の注意等）

※ 申告の土地に所在するすべての家屋を記載してください。 

※ 異動区分の欄には、それぞれの家屋について該当する区分に印をつけてください。 

※ 異動年月日の欄には、その家屋について異動があった日（建築年月日、取壊し年月日、

利用状況を変更した年月日 等）を記入してください。 

※ 摘要の欄には、既存家屋に変更（用途・利用状況 等）があった場合、その内容を具体

的に記入してください。 

※ 別荘は住宅とは認められません。ただし、特定の人が年間を通して居住の用に供してい

れば住宅と認められる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

 

※ 賦課期日（1 月 1 日）現在で新たに住宅建設が予定されている土地や、住宅建設中の土

地は、住宅の敷地とはされません。ただし、住宅建替え中の土地で、①前年度の賦課期日

において住宅用地であったこと、②賦課期日現在で建設に着手されていて、かつ、次の賦

課期日までに完成すること（建替え前後の住宅の態様が異なっても差し支えない）、③建

替えが、建替え前と同一の敷地で行われていること（建替え後の敷地の一部となる場合を

含むが、その場合は建替え前の敷地が建替え後の敷地の概ね 5 割以上あること）、④当該

年度と前年度の賦課期日における土地所有者（納税義務者）が同一であること（配偶者又

は直系血族を含む）、⑤当該年度と前年度の賦課期日における建物所有者（納税義務者）

が同一であること（配偶者又は直系血族を含む）を満たす場合は、引き続き住宅用地の特

例の適用を受けることができます。 


